
第第３３章章 電子申請システムの電子申請システムの
操作手順操作手順
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１．建設工事入札参加資格申請１．建設工事入札参加資格申請

第３章 電子申請システムの操作手順
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○申請の種別について申請の種別について
大阪府電子調達システムでは以下の４種類の申請を行うことが
できます。

新規申請新規申請 初めて資格登録を行う方、現時点で資格登録のない方が申請
する際に用いる機能です。

更新申請更新申請 既に資格登録している方が用いる機能です。通知済みのＩＤ・
パスワードもしくは登録済みＩＣカードが必要です。

変更申請変更申請 申請情報（業者基本情報・業種情報・口座情報等）に対して
変更を行う場合に用いる機能です。

業種(業務)
追加申請

業種(業務)
追加申請

現時点で入札参加資格のある方で、来年度に業種の追加を行
う方が申請する際に用いる機能です。

※「建設工事」、「測量・建設コンサルタント等」の入札参加資格登録は
２年ごとに行っており、「建設工事」の20年度の追加登録及び「測量・建
設コンサルタント等」の20・21年度の登録は平成19年11月中旬頃から
受付ける予定です。
（19年度の入札参加資格の登録受付はいずれも終了しました）

44

1.1.１１ 建設工事更新申請建設工事更新申請

第３章 電子申請システムの操作手順

本店情報、営業所・支店情報に変更がある場合は、事前
に変更申請を実施してから変更申請を実施してから更新申請を行ってください。
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1.1(1) 1.1(1) 大阪府電子申請メニュー大阪府電子申請メニュー

大阪府電子申請
システムトップ
メニューです。
「建設工事」ボ
タンを押してく
ださい。

①

建設工事

第３章 電子申請システムの操作手順

①

46

1.1(2) 1.1(2) 大阪府建設工事入札参加資格申請メニュー大阪府建設工事入札参加資格申請メニュー

①

更新申請

①

建設工事における
入札参加資格申請
の手続きを行いま
す。

※指名競争入札
の更新申請のメ
ニューを利用し
ます。

「更新申請」を押し
てください。

第３章 電子申請システムの操作手順

ICカードもしくはID／パスワードによるログインICカードもしくはID／パスワードによるログイン
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1.1(3)1.1(3) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請申請

外字届

時間延長
更新申請のトップ
ページです。

外字届けを提出す
る場合は、「外字
届」ボタンで外字
届けを表示、印刷
します。

申請画面に入ってから４０分経過するとデータ送信ができな
くなります。
「時間延長」ボタンを押すとセッション時間が４０分間延長
されます。

注意事項
「外字届」ボタンで外
字届を表示、印刷しま
す。

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項

48

1.1(1.1(44)) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請申請

トップページに同
意文が表示されま
す。

入札参加要件に関
する注意事項が記
載されております。
内容に同意する場
合は、「同意す
る」にチェックを
入れてください。

第３章 電子申請システムの操作手順

①

①
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1.1(1.1(55) ) 建設工事指名競争入札参加資格建設工事指名競争入札参加資格 更新申請（業者情報の入力）更新申請（業者情報の入力）

業者基本情報を
入力します。

①

③「申請業種」ボタ
ンで次画面に移動
します。

業者基本情報を入
力します。

①

③ 申請業種申請業種

最新の経営事項審査結果通知書をもとに入力し
てください。経営事項審査を申請中の方につい
ては、経営事項審査結果の通知日を空白にした
まま先に進んでください。

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項

注意事項

「建設業許可番号」に変更がある場合、書類に
よる申請が必要です。詳しくは、大阪府電子調
達（電子入札）システムから、「【建設工事
等】の情報を調べる」→「入札参加資格登録」
→「入札参加資格登録後の登録事項の変更」→
「電子申請できない事項」をご覧下さい。

②

会社等の業種を
選択します。

②

50

1.1(1.1(66) ) 建設工事指名競争入札参加資格建設工事指名競争入札参加資格 更新申請（申請業種の更新）更新申請（申請業種の更新）

申請を行う業種の
許可種別（一般、
特定）を指定しま
す。

①

申請業種の情報を
入力します。

①

注意事項
支店契約の場合は、支店の許可業種以外は申請
できません。
本店契約→本店の許可業種のみ申請
支店契約→支店の許可業種のみ申請

第３章 電子申請システムの操作手順

申請しない業種は
「なし」を選択し
てください。

更新前と変更のな
い場合はそのまま
にしてください。
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1.1(1.1(77)) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請（障害者雇用情報の入力）申請（障害者雇用情報の入力）

障害者雇用情報
を入力します。

「ＩＳＯ登録」
ボタンで次画面
に移動します。

①

②

障害者雇用情報を
入力します。

②

①

・常用雇用労働者の総数、障害者雇用人数について・常用雇用労働者の総数、障害者雇用人数について
公共職業安定所に報告義務が無い方は、申請日現在の総職員数を入力してくださ
い。報告義務がある方は、障害者雇用状況報告書に記載のある人数を入力してく
ださい。

・公共職業安定所へ報告している障害者雇用率について・公共職業安定所へ報告している障害者雇用率について
公共職業安定所に報告義務が無い方は、率の欄は空白としてください。報告義務
のある方は、障害者雇用状況報告書に記載のある率を入力してください。

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項

ＩＳＯ登録
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1.1(1.1(88) ) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請（申請（ISOISO認証番号の入力）認証番号の入力）

必要に応じて
ISO登録番号を
入力します。

「防災協定」ボ
タンで次画面に
移動します。

①

②

ISO登録情報を入
力します。

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
ISO登録で入力できる文字は、数字、英語のみです。 /（スラッ
シュ）や：（コロン）－（ハイフォン）等の記号は入力できませ
ん。ご注意ください。

①

ISOを取得していない企業は、入力不要です。

注意事項

②
防災協定
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1.1(9) 1.1(9) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請（防災協定締結先の入力）申請（防災協定締結先の入力）

必要に応じて防
災協定の締結先
を入力します。

①

防災協定の締結情
報を入力します。

①

防災協定を締結していない企業は、入力不要で
す。

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
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1.1(10) 1.1(10) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請（地元点希望の入力）申請（地元点希望の入力）

地元点の加算を
希望しない場合
にはチェックを
外します。

①

主たる営業所が大
阪府内に置く企業
は地元点の加算希
望を入力します。

①

地元点の加算対象にならない場合には、この部
分が表示されません。

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項

②
工事経歴（大阪府）

「工事経歴（大
阪府）」ボタン
で次画面に移動
します。

②
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1.1(11)1.1(11) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請（工事経歴の入力）申請（工事経歴の入力）

必要に応じて工
事経歴情報を入
力します。

「工事経歴（他
官庁）」ボタン
で次画面に移動
します。

①

②

工事経歴情報（大
阪府）を入力しま
す。

①

・CORINS番号が分かっている場合は、CORINS番号のみ入
力してください。
・参加資格申請を行う日から、過去2ヵ年以内に契約した工
事について入力してください（工事中でも可）。

②

第３章 電子申請システムの操作手順

工事経歴（他官庁）

注意事項

56

1.1(12)1.1(12) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請（工事経歴の入力）申請（工事経歴の入力）

必要に応じて工
事経歴情報（他
官庁・民間）を
入力します。

「申請者情報」
ボタンで次画面
に移動します。

①

②

工事経歴情報（他
官庁・民間）を入
力します。

①

②

第３章 電子申請システムの操作手順

申請者情報

注意事項

外郭団体の工事は、「他官
庁」の欄に記入してください。
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1.1(13)1.1(13) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請（申請者情報の入力）申請（申請者情報の入力）

「次へ」ボタン
を押します。

①

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項

入力内容を変更するときは、
必要な項目のボタンを選択し
てください。

申請者情報については入力者本
人の情報を入力してください。
行政書士の方は所属には「行政
事務所名、電話番号」、氏名に
は「行政書士の氏名」を記入し
てください。
なお全て全角文字（英数字と
も）で入力してください。
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1.1(14)1.1(14) 不備内容の確認不備内容の確認

入力内容に不備があった場合、修
正が必要な箇所を示すメッセージ
が表示されます。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

「閉じる」ボタンを押すと、
申請画面に戻ります。
エラーで示された箇所を修正
してください。

①

注意事項

許可・経審エラーの際は左のような
メッセージがでます。
「仮受付」が可能な場合があります
ので「仮受付」ボタンを押して次に
進んで下さい。
「仮受付」については後ほど詳しく
説明します。

仮受付ボタン
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1.1(15)1.1(15) 企業コード検索企業コード検索

①

エラーが全て訂正
されると、「企業
コード検索」の画
面となります。

申請情報が正しく
表示されているこ
とを確認して「検
索」ボタンを押し
てください。

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1(16)1.1(16) 企業コード検索結果選択企業コード検索結果選択

（途中画面省略）

①

検索結果を選択しま
す。

検索結果が表示さ
れますので、一覧
から該当するもの
を選択し、「決
定」ボタンを押し
ます。該当する情
報が存在しない場
合は、「該当情報
なし」を選択し、
「決定」ボタンを
押します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

「該当情報なし」の場合
も、「決定」ボタンを押
してください。

注意事項
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11..1(17)1(17) 企業コード確認企業コード確認

①

企業コードの確認
を行います。

表示された情報に
誤りがなければ、
「ＯＫ」ボタンを
押します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1(18) 1.1(18) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 更新更新申請申請 （入力内容の確認）（入力内容の確認）

① ②

入力内容を修正
する場合、「戻
る」ボタンを押
します。

①

入力内容に誤り
がなければ、
「次へ」ボタン
を押します。

②

更新申請で入力し
た内容を確認しま
す。

第３章 電子申請システムの操作手順

（途中画面省略）
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1.1(1.1(119) 9) 建設指名入札参加資格建設指名入札参加資格 更新更新申請申請

入力内容を印刷す
る場合、「印刷」
ボタンを押します。

①

印刷が完了したら、
「閉じる」ボタン
を押します。

②

送信確認と同時に、
左のような画面が現
れます。
ここで入力した内容
を印刷します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

②

（途中画面省略）

64

1.1(20) 1.1(20) 送信確認送信確認

入力内容を修正
する場合、「戻
る」ボタンを押
します。

① 申請した内容を
送信する場合は、
「送信」ボタン
を押します。

②

送信確認を行いま
す。

①②

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1(21) 1.1(21) 到達確認通知到達確認通知

「印刷」ボタン
を押して印刷を
行います。

①

「終了」ボタン
を押して、電子
申請システムの
トップメューに
戻ります。

②

データ送信が完了
し、到達確認通知
が表示されます。

②①

注意事項
到達番号、問い合わせ番号については申請の取
扱状況を確認する際などに必要になりますので、
印刷するかメモを控えてください。

到達番号
問い合わせ番号

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1(22) 1.1(22) 郵送書類一覧郵送書類一覧

電子申請トップ
ページから「建
設工事」を選択
して、「郵送書
類一覧」を押し
てください。

①

郵送書類一覧を取
り出します。①

郵送書類一覧

第３章 操作手順

郵送書類一覧の
画面が表示され
ますので、画面
の指示に従って
ください。
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1.21.2 状況確認状況確認

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.2(1)1.2(1) 電子申請システムメニュー電子申請システムメニュー

①「状況確認」ボ
タンを押します。

大阪府電子申請シ
ステムのトップメ
ニューです。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

状況確認
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1.2(2) 1.2(2) 大阪府電子申請ログイン大阪府電子申請ログイン

① 「ＩＣカードロ
グイン」ボタン
を押します。

大阪府電子申請シ
ステムへのログイ
ン画面です。３種
類のログイン方法
があります。

注意事項
到達番号・問い合わせ番号によるログインが可能
です。あらかじめ控えておいた到達確認通知の到
達番号および問い合わせ番号を参照してください。
問い合わせ番号表示／非表示は選択が可能です。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

ＩＤ/パスワー
ドを入力後「ロ
グイン」ボタン
を押します。

②

②

到達番号・問い
合わせ番号を入
力後「ログイ
ン」ボタンを押
します。

③

③
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1.2(3) 1.2(3) 申請取扱状況確認申請取扱状況確認

① ① 詳細情報を確認
したい到達番号
を選択し、クリ
ックします。

申請手続の取扱状
況を確認すること
ができます。

申請手続の取扱状
況の詳細確認を行
うために、あらか
じめ控えておいた
到達確認通知の到
達番号を参照して
ください。

「受付待ち」：申請データを送信してから、大阪府が郵送書
類確認し、受付確定するまでの間です。

「審査待ち」：大阪府が受付確定した後、格付審査等の事務
決裁が終わるまでの状況です。

「補正あり」：郵送書類等に不備があったときに表示されます。
「審査終了」：大阪府から審査結果の通知がされています。

（電子メール）
「手続終了」：審査結果を確認した状況です。
「受付終了」：審査が不要な手続きについて処理が完了した状

況です。

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項

取扱状況について
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1.2(4) 1.2(4) 申請取扱状況確認（詳細申請取扱状況確認（詳細））

①「申請取下げ」ボ
タンを押し、送信
確認画面の「送
信」ボタンを押す
と、申請を取り下
げることができま
す。

申請手続の取扱状
況を詳細に確認す
ることができます。

②「終了」ボタンを
押すと、大阪府電
子申請システムの
トップメニューに
戻ります。

第３章 電子申請システムの操作手順

① ②
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1.31.3 受付票取得受付票取得

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.3(1)1.3(1) 電子申請システムメニュー電子申請システムメニュー

①「受付票取得」
ボタンを押しま
す。

大阪府電子申請シ
ステムのトップメ
ニューです。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

受付票取得受付票取得

74

２種類のログイン
方法があります。

①

①登録済みのＩＣ
カードがある場合
「ＩＣカードログ
イン」ボタンを押
します。

第３章 電子申請システムの操作手順

②登録済みのICカー
ドがない場合、Ｉ
Ｄ/パスワードを入
力後、ログインボ
タンを押します。

②

1.3(2)1.3(2) 電子申請ログイン電子申請ログイン
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1.3(3)1.3(3) 受付票表示受付票表示

①複数表示された場
合は、該当する項
目の「表示」ボタ
ンを押して、受付
票の画面を表示し
ます。

受付票を取得しま
す。

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.3(4)1.3(4) 受付票の印刷受付票の印刷

①「印刷」ボタンを
押して印刷します。

表示した受付票を
印刷します。

第３章 電子申請システムの操作手順

受付票は、大阪府との契約時等
に提示する書類です。
押印欄に押印し、必要時には印
鑑証明書を添付して提出してく
ださい。

注意事項

①
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1.41.4 建設工事新規申請建設工事新規申請

第３章 電子申請システムの操作手順

78

1.4(1)1.4(1) 大阪府電子申請メニュー大阪府電子申請メニュー

大阪府電子申請
システムトップ
メニューです。

「建設工事」ボ
タンを押してく
ださい。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

建設工事

①
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1.4(2)1.4(2) 大阪府建設工事入札参加資格申請メニュー大阪府建設工事入札参加資格申請メニュー

①

①

建設工事における
入札参加資格申請
の手続きを行いま
す。

※ここでは、
指名競争入札に
おける新規申請
を行います。

「新規申請」ボタン
を押します。

第３章 電子申請システムの操作手順

新規申請

80

1.4(3)1.4(3) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 新規申請新規申請

トップページに同
意文が表示されま
す。

入札参加要件に関
する注意事項が記
載されております。
内容に同意する場
合は、「同意す
る」にチェックを
入れてください。

第３章 電子申請システムの操作手順

①

①
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1.4(4) 1.4(4) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 新規申請新規申請 （業者基本情報入力）（業者基本情報入力）

業者基本情報を
入力します。

①

③「本店情報」ボタ
ンで次画面に移動
します。

業者基本情報を入
力します。

①
③

注意事項
一般競争入札（特定調達契約）や、物品・委託
役務などを含め、大阪府に初めて登録される方
は、入力不要です。（過去に登録があり、業者
番号をお持ちの場合は入力してください）

注意事項
最新の経営事項審査結果通知書をも
とに入力してください。経営事項審
査を申請中の方については、経営事
項審査結果の通知日を空白にしたま
ま先に進んでください。

第３章 電子申請システムの操作手順

②

「会社等の業
種」から該当す
る業種を選択し
ます。

②

82

1.4(5) 1.4(5) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 新規申請（本店情報入力）新規申請（本店情報入力）

代表者～登記簿
上所在地まで全
て入力します。

②①
①

②

本店情報の入力を
行います。▼住所検索

□当て字

事業所固有の郵便番号や私書箱
の番号は入力しないでください。

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
住所の入力の際
は、郵便番号を
入力後、▼住所
検索ボタンを押
します。
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1.4(6) 1.4(6) 住所検索住所検索

ラジオボタンに
チェックを入れ、
決定ボタンを押
すと、新規申請
の情報入力画面
に戻ります。

①

郵便番号から住所
検索を行います。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

住所検索結果選択では、市町村名
までしか表示されません。町丁目
以降は直接入力してください。

注意事項

表示される住所が１項目でも必ず
ラジオボタンにチェックを入れて
から決定ボタンを押してください。

注意事項
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1.4(7)1.4(7) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 新規申請（営業所・支店情報入力）新規申請（営業所・支店情報入力）

 

営業所・支店名
称～営業所・支
店メールアドレ
スを入力します。
入力の要領は本
店情報の入力と
同じです。

左のメニューか
らすべてのメ
ニューを入力し
たら、ページ末
へ移動してくだ
さい。（内容は
更新申請と同様
のものです）

②

① ①

②

営業所・支店情報
の入力を行います。

第３章 電子申請システムの操作手順

ページ末へ

本店契約の場合は、支店・営業所
情報は入力しないでください。

注意事項
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1.4(1.4(88)) 大阪府建設工事指名競争入札大阪府建設工事指名競争入札 新規申請（申請者情報の入力）新規申請（申請者情報の入力）

「次へ」ボタン
を押します。

①

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項

再度変更入力をするときは、
必要な項目のボタンを選択し
てください。

申請者情報については入力者本人
の情報を入力してください。
行政書士の方は、所属には「行政
事務所名、電話番号」、氏名には
「行政書士の氏名」を記入してく
ださい。
なお、全ての文字は全角文字（英
数字とも）で入力してください。
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1.4(1.4(99)) 不備内容の確認不備内容の確認

入力内容に不備があった場合、修
正が必要な箇所を示すメッセージ
が表示されます。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

「閉じる」ボタンを押すと、
申請画面に戻ります。
エラーで示された箇所を修正
してください。

①

注意事項

許可・経審エラーの際は左のような
メッセージがでます。
「仮受付」が可能な場合があります
ので「仮受付」ボタンを押して次に
進んで下さい。 「仮受付」につい
ては後ほど詳しく説明します。

仮受付
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1.41.4(10(10) ) 到達確認通知到達確認通知

「印刷」ボタン
を押して印刷を
行います。

①

「終了」ボタン
を押して、電子
申請システムの
トップメューに
戻ります。

②

データ送信が完了
し、到達確認通知
が表示されます。

②
①

注意事項
IDおよびパスワードは、電子申請システムの各
メニューにログインするために必要となります。
印刷ボタンによる印刷、メモを取るなど控えを
取るようにしてください。

IDとパスワード
は新規申請のと
きだけ表示され
ます。

第３章 電子申請システムの操作手順

88

1.1.55 仮受付機能仮受付機能

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1.55((11) ) 電子申請システムメニュー電子申請システムメニュー

（途中画面省略）

大阪府電子申請シ
ステムのトップ
ページから、「建
設工事」→「指名
競争入札（新規申
請）」→「新規申
請画面」の「次
へ」ボタンを押し
ます。

大阪府電子システムメニュー大阪府電子システムメニュー

大阪府建設工事
入札参加資格申請

大阪府建設工事
入札参加資格申請

大阪府建設工事指名競争
入札参加資格新規申請

大阪府建設工事指名競争
入札参加資格新規申請

①

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1.55((22) ) 経審エラー経審エラー

「仮受付」ボタ
ンを押して、仮
受付の申請を行
います。

①

最新の経営事項審
査結果がシステム
に反映されていな
い場合にエラーが
表示されます。
経営事項審査の申
請中または、許可
番号を最近取得さ
れた方は、
「仮受付」ボタン
にて仮受付の申請
を行います。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

許可番号が異なる場合は、仮受付が行えないことがあ
ります。
別途大阪府契約局までご相談下さい。

注意事項
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1.1.55((33) ) 仮受付申請同意画面仮受付申請同意画面
第３章 電子申請システムの操作手順

①

許可経審表示

現在、大阪府に
登録されている
情報を確認する
には「許可経審
表示」ボタンを
押します。

①

※次頁に表示例
を示します。

② 表記されている
内容に異議がな
ければ「同意す
る」ボタンを押
し申請を続行し
ます。

②

同意する

「同意しない」
ボタンを押すと、
申請書入力画面
に戻ります。

③

③

同意しない

92

1.1.55((44) ) 許可・経審情報表示許可・経審情報表示
第３章 電子申請システムの操作手順

現在大阪府に登録
されている許可業
種・経営事項審査
情報を表示します。

①

「閉じる」ボタ
ンを押すと、仮
受付申請同意画
面に戻ります。

①

注意事項
許可・経審情報が存
在しない場合には表
示は行いません。
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1.1.55((55) ) 企業コード検索画面～企業コード確認画面企業コード検索画面～企業コード確認画面

（途中画面省略）

①

企業コード検索画面

企業コード検索結果選択画面

企業コード確認画面

「企業コード検索
画面」→「企業
コード検索結果選
択画面」→「企業
コード確認画面」
の「OK」ボタン
を押します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

※詳しくは第3章 電子
申請システムの操作手
順の1.1(13)から(15)
を参照してください。
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1.1.55((66) ) 入力内容確認画面～到達通知確認画面入力内容確認画面～到達通知確認画面

 

入力内容確認画面

送信確認画面

到達通知確認画面

「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1.55((77) ) 電子申請システムメニュー電子申請システムメニュー

大阪府電子申請シ
ステムのトップ
ページから、「建
設工事」→「経営
事項審査結果通知
日の再申請」を押
してください。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

経営事項審査結果通知日の再申請

①

経営事項審査結果
通知日の再申請を
行います。
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1.1.55((88) ) 仮受付業者専用経営事項審査結果通知日入力（再申請）仮受付業者専用経営事項審査結果通知日入力（再申請）

「経営事項審査結
果の通知日（西
暦）」の欄に通知
日を入力してくだ
さい。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

再申請の画面です。

①
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1.1.55((99) ) 申請者情報入力申請者情報入力
第３章 電子申請システムの操作手順

①
「次へ」ボタン
を押します。

①

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

申請者情報については入力者本人
の情報を入力してください。
行政書士の方は、所属には「行政
事務所名、電話番号」、氏名には
「行政書士の氏名」を記入してく
ださい。
なお、全ての文字は全角文字（英
数字とも）で入力してください。
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1.1.55((1010) ) 内容確認画面～到達通知確認画面内容確認画面～到達通知確認画面
第３章 電子申請システムの操作手順

入力内容確認画面

送信確認画面

到達通知確認画面
「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

①
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１．６１．６ 口座情報の登録口座情報の登録

第３章 電子申請システムの操作手順

100

1.1.66((11)) 電子申請メニュー、ログイン画面電子申請メニュー、ログイン画面

① ②

大阪府電子申請
システムトップ
メニューです。
「口座情報登
録」ボタンを押
してください。

①

② ICカードまたは、
ID・パスワード
によるログイン
を行います。

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1.66((22) ) 口座情報登録口座情報登録（業者基本情報の確認）（業者基本情報の確認）
第３章 電子申請システムの操作手順

表記内容に問題
がなければ「同
意する」に
チェックします。

①

②「口座情報」ボタ
ンで次画面
に移動します。

口座情報登録する
本店情報が表示さ
れます。
内容を確認します。

①

②

口座情報

注意事項
受注先がある場合、
代表者、住所を表示
します。
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1.1.66((33) ) 口座情報登録口座情報登録（通常用（完成払い専用）口座入力）（通常用（完成払い専用）口座入力）
第３章 電子申請システムの操作手順

金融機関コード
を入力します。
（４桁で入力）

①

②支店コードを入力
します。
（３桁で入力）

通常用口座の情報
を入力します。

③普通預金か当座預
金かをチェックし
ます。

④口座番号を７桁以
内で入力します。

⑤口座名義人をカナ
で入力します。

①

②

③

④

⑤

注意事項
「表示」ボタンを押すと、金融機関
コードと支店コードの両方が入力され
た場合に表示します。

「申請する」または、
「変更する」を選択
します。
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1.1.66((44) ) 口座情報登録口座情報登録（前金用（前払い専用）口座入力）（前金用（前払い専用）口座入力）
第３章 電子申請システムの操作手順

金融機関コード
を入力します。
（４桁で入力）

①

②支店コードを入力
します。
（３桁で入力）

前金用口座の情報
を入力します。

③普通預金か当座預
金かをチェックし
ます。

④口座番号を７桁以
内で入力します。

⑤口座名義人をカナ
で入力します。

①

②

③

④

⑤

注意事項
金融機関コードと支店コード
の両方が入力された場合に表
示します。

「クリア」ボタン
を押すと、前払い
専用口座の情報を

クリアします。

⑥「申請者情報」ボ
タンで次画面へ移
動します。

⑥

申請者情報

「申請する」または、
「変更する」を選択
します。
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1.1.66((55) ) 申請者情報入力申請者情報入力
第３章 電子申請システムの操作手順

①

「次へ」ボタン
を押します。

①

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

申請者情報については入力者本人
の情報を入力してください。
行政書士の方は、所属には「行政
事務所名、電話番号」、氏名には
「行政書士の氏名」を記入してく
ださい。
なお、全ての文字は全角文字（英
数字とも）で入力してください。
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1.1.66((66) ) 内容確認画面～到達通知確認画面内容確認画面～到達通知確認画面
第３章 電子申請システムの操作手順

入力内容確認画面

送信確認画面

到達通知確認画面
「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

①
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１．７１．７ 専門工事業種申請等の申請専門工事業種申請等の申請

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.1.77((11) ) 電子申請メニュー電子申請メニュー

○専門工事業種の辞退もこのメニューから行います。専門工事業種の辞退もこのメニューから行います。

大阪府電子申請
システムのトッ
プページから、
「建設工事」→
「専門工事申
請」ボタンを押
します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

①
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①

1.1.77((22)) 部局選択画面、ログイン画面部局選択画面、ログイン画面
第３章 電子申請システムの操作手順

部局選択画面が表
示されます。

該当する部局名
をクリックしま
す。

①

ICカードまたは、
ID・パスワード
によるログイン
を行ないます。

②

②
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1.1.77((33)) 専門工事申請画面（業者基本情報の確認）専門工事申請画面（業者基本情報の確認）

業者基本情報の確
認を行います。

業者基本情報の
確認を行い、誤
りがなければ、
「専門工事の申
請」ボタンで次
画面に移動しま
す。

第３章 電子申請システムの操作手順

①

①

注意事項
専門工事の辞退を申請する場合は、「辞退」欄にチェック
を入れて下さい。
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1.1.77((44)) 専門工事申請画面（申請者情報の入力）専門工事申請画面（申請者情報の入力）

戻って再度変更
入力をするとき、
必要なボタンを
選択します。

「次へ」ボタン
を押し、申請を
進めます。

①

②

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

①

②

第３章 電子申請システムの操作手順




